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主 文

１ 本件訴えを却下する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

処分行政庁がした出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定め

る省令の留学及び就学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を

定める件（平成２年法務省告示第１４５号。以下「日本語教育機関告示」とい

う。）の一部を改正する告示（平成１７年法務省告示第１０３号。以下「本件告

示」という。）のうち，日本語教育機関告示別表第２から原告の項を削り，同別

表第５に原告を加えた部分を取り消す。

第２ 事案の概要

本件は，法務大臣が，平成１７年２月１６日付けの本件告示により，日本語教

育機関告示別表第２から原告の項を削り，別表第５に原告を加える旨の改正をし

たことについて，原告が，本件告示は違法な行政処分であると主張して，その取

消しを求めている抗告訴訟である。

１ 日本語教育機関及び外国人の出入国制度について

(1)ア 本邦に上陸しようとする外国人は，その者が上陸しようとする出入国港

において，入国審査官に対し上陸の申請をして，上陸のための審査を受け

なければならない（出入国管理及び難民認定法（平成１６年法律第７３号

による改正前のもの。以下「入管法」という。）６条２項）。

入国審査官は，上記申請があったときは，当該外国人が，申請に係る本

邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく，入管法別表第１の下欄

に掲げる活動のいずれかに該当し，かつ，同法別表第１の２の表及び４の

表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民

生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準（以下
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「上陸許可基準」という。）に適合することなどの上陸のための条件に適

合していることなどの上陸のための条件に適合しているかどうかを審査し

なければならない（入管法７条１項柱書き，２号）。

上記規定を受けて，出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基

準を定める省令（平成２年外法務省令第１６号。平成１７年法務省令第１

６号による改正前のもの。以下「基準省令」という。）は，外国人が本邦

において行おうとする活動に応じ，上陸許可基準を規定している。

イ 「留学」の在留資格を有する外国人が本邦において行うことができる活

動は，本邦の大学等の教育機関において教育を受ける活動と規定されてお

り（入管法別表第１の４），その上陸許可基準の一つとして，外国人が専

修学校の専門課程において教育を受けようとする場合（専ら日本語の教育

を受けようとする場合を除く。）は，原則として，日本語教育機関告示別

表第１，別表第２，別表第３及び別表第５に掲げる日本語教育機関（入管

法施行規則６３条参照）において６か月以上の日本語の教育を受けた者で

あり，申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導

を担当する常勤の職員が置かれていることが規定されている（基準省令の

「法別表第１の４の表の留学の項の下欄に掲げる活動」の下欄の４項，日

本語教育機関告示１号参照）。

ウ 「就学」の在留資格を有する外国人が本邦において行うことができる活

動は，本邦の高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。），各種学校な

どにおいて教育を受ける活動と規定されており（入管法別表第１の４），

その上陸許可基準の一つとして，①外国人が専修学校の高等課程若しくは

一般課程，各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関

において専ら日本語の教育を受けようとする場合は，当該教育機関が日本

語教育機関告示別表第２に掲げる日本語教育機関（入管法施行規則６３条

参照）であること，②外国人が専修学校の高等課程若しくは一般課程又は



3

各種学校において教育を受けようとする場合（専ら日本語の教育を受けよ

うとする場合を除く。）は，原則として，日本語教育機関告示別表第１，

別表第２，別表第３及び別表第５に掲げる日本語教育機関において６か月

以上の日本語の教育を受けた者であり，申請人が教育を受けようとする教

育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれているこ

とが規定されている（基準省令の「法別表第１の４の表の就学の項の下欄

に掲げる活動」の下欄の４項及び６項，日本語教育機関告示１号，４号参

照）。

エ 法務大臣は，日本語教育機関の設備及び編制についての審査及び証明を

行う事業を実施する者（以下「認定法人」という。）を認定して，同事業

を行わせることができる（入管法施行規則６３条，日本語教育機関の設備

及び編制についての審査・証明事業の認定に関する規程（平成１３年法務

省告示第１６９号，乙４））。

上記事業を実施する者としての認定を受けようとする公益法人は，法務

大臣に対し，日本語教育機関の設備及び編制についての審査基準並びに審

査及び証明の実施要領（① 審査等の実施の時期及び方法に関する事項，

② 審査等に関する事務を担当する者の選任に関する事項，③ 日本語教

育機関の設備及び編制の適否の判定に関する事項，④ 証明の有効期限そ

の他証明に関する事項 ⑤ 審査等の手数料その他審査等を受けようとす

る者から徴収する費用に関する事項などについて，必要な事項を記載した

もの）などを申請書とともに法務大臣に提出しなければならず，認定を受

けた後に認定事業の審査基準や実施要領を変更しようとするときは，その

変更内容等を法務大臣に提出してその承認を受けなければならない（乙４

（第２条，６条））。

また，認定法人は，日本語教育機関の設備及び編制についての審査及び

証明を実施したときは，速やかに，その実施結果を法務大臣に報告しなけ
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ればならず（乙４（第８条）），その実施に関し，法務大臣から必要な資

料の提出を求められたときは，当該資料を提出しなければならない（乙４

（第９条））。

オ 財団法人Ａ（以下「Ａ」という。）は，法務大臣から，日本語教育機関

の設備及び編制についての審査及び証明を行うものとしての認定を受けた

唯一の財団法人であり，上記規定（乙４（第２条））に基づき，日本語教

育機関審査実施要領を定めている（入管法施行規則６３条１項，日本語教

育機関の設備及び編制についての審査及び証明を行うものとしての認定を

受けた事業等を定める省令（平成１３年法務省令第５６号），乙２１，２

６，２７）。

Ａは，日本語の学習を主な目的として来日する外国人を対象に日本語教

育を行う教育機関からの申請に基づき，当該教育機関が日本語教育機関と

しての基準に適合しているか否かの審査を行い，その基準に適合している

場合には，その旨の認定を行い，法務大臣に報告する（乙２６）。法務大

臣は，Ａによる認定を参考とした上で，日本語教育機関を選定・告示する

（入管法施行規則６３条）。

カ 法務省入国管理局が作成した各地方入国管理局長宛通達（「入国・在留

審査要領」）によれば，日本語教育機関告示の別表第２に掲げる日本語教

育機関に対する指導及び選定の要領は以下のとおりである（乙２９）。

(ア) 在籍管理状況の確認

４月及び１０月末現在の在籍者について，それぞれ５月末及び１１月

末までに留学生・就学生名簿により報告を求め，また，月１回不入学者，

退学者，除籍者，所在不明者について，退学者等名簿より報告を求める。

(イ) 日本語教育機関の選定等

日本語教育機関において，前年在籍者数に占める不法残留者の割合が

基準を超えていること，上記(ア)の報告を適正に行っていないこと，そ
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の他資格外活動等の在籍管理上不適切であると認められる事情がある場

合には，当該教育機関は，外国人の在籍管理を適切に行っていない非適

正校として取り扱われる。

非適正校に対しては，問題点等を指摘して速やかに改善することを指

導し，非適正校のうち不法残留率が高い教育機関については，実態調査

を行うなどして実態の把握に努める。

また，留学生及び就学生の在籍管理状況を的確に把握し，適切な在留

審査を行うため，日本語教育機関が同要領の一定事由に該当する場合，

実態調査を行った上，告示削除のりん請を行う。

２ 前提事実（争いのない事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨から容易に認め

られる事実）

(1) 当事者等

ア 原告は，日本語学校の経営等を業とする特例有限会社であり，日本語学

校であるＢ学院（以下「本件学院」という。）を経営している（争いがな

い）。

イ Ｃは，原告の唯一の取締役であり，本件学院の学院長である（甲１，乙

５）。

(2) 本件学院の日本語教育機関の認定の経緯等

ア 有限会社Ｄ（大阪府東大阪市α××番１３号を本店所在地とし，原告と

は別法人である。以下「旧会社」という。）は，平成１４年３月２日付け

で，Ａに対し，本件学院について日本語教育機関施設審査申請を行い，Ａ

は，同年１１月１５日付けで，本件学院について，外国人に対する日本語

教育を行う設備及び編制についての認定をした（争いがない）。

イ 本件学院は，平成１５年２月１２日法務省告示第８４号により，日本語

教育機関として告示され，同年１０月から，就学生の受入れを開始した

（争いがない）。



6

ウ 原告は，平成１６年１月５日，商号（「有限会社Ｅ」から「有限会社

Ｄ」に変更）及び本店所在地を変更し，Ｃが取締役に就任した（争いがな

い）。

原告は，同年４月，旧会社に対し，６００万円を支払った上で経営権を

譲り受けて大阪市βにおいて，本件学院の経営を開始した（争いがない）。

エ 原告は，同年８月１０日付けで，設置者，施設所在地の位置及び収容定

員に関する変更申請を行い，平成１７年１月１２日付けで，Ａの承認を受

けた（甲３，弁論の全趣旨）。

(3) 本件学院に対する調査の経緯

ア 原告は，平成１６年６月２５日，大阪入国管理局（以下「大阪入管」と

いう。）において，本件学院での日本語就学を目的として，外国人１８名

に係る在留資格認定証明書交付申請を行ったが，その際，上記(1)エの設置

者，施設所在地の変更等が発覚し，それらについてＡの承認を得ていない

ことから，同申請に係る処分について，大阪入管局長は，同年８月３１日

付けで不交付処分を行った（乙１０）。

イ 原告あるいは旧会社の職員であったＦ及びＧが，同年９月１５日，大阪

入管を訪れ，本件学院において学生の出席率の水増しが行われているとし

て，同年４月から６月までの出席状況が記載された文書の写し（以下「元

職員作成出席簿」という。）を提出した（乙１１，１２）。

ウ 大阪入管入国審査官は，同年９月２９日，中国人Ｈからの在留期間更新

許可申請の審査に伴い，本件学院に対して実態調査（以下「本件実態調

査」という。）を行った（乙１３）。

エ 大阪入管入国審査官は，同年１０月２２日及び同年１１月１日，大阪入

管において，Ｃに対し，事情聴取を実施した（乙７，８）。

オ 大阪入管入国審査官は，同年１０月２５日，大阪入管において，本件学

院に在学しているＩに対し，事情聴取を実施した（乙１５）。
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カ 大阪入管入国審査官は，同日及び同年１１月９日，大阪入管において，

本件学院に在学しているＪに対し，事情聴取を実施した（乙１７）。

キ 大阪入管入国審査官は，同月２２日，大阪入管において，本件学院に在

学しているＫに対し，事情聴取を実施した（乙１８）。

ク 大阪入管入国審査官は，同月２５日，大阪入管において，本件学院に在

学しているＬに対し，事情聴取を実施した（乙１９）。

(4) 本件告示及び訴え提起

ア 法務大臣は，上記調査の結果等を踏まえ，平成１７年２月１６日付けで，

日本語教育機関告示を改め，別表第２から原告の項を削除し，別表第５に

原告を加える旨の告示（本件告示）をした（争いがない）。

イ 原告は，同年４月４日，本件訴えを提起した（顕著な事実）。

３ 争点及び当事者の主張

(1) 本件告示の処分性

（被告の主張）

ア そもそも，日本語教育機関告示は，外国人が教育を受ける学校が基準省

令の定める留学又は就学の基準に適合するかどうかを定型的に判断するた

め，あらかじめ法務大臣において日本語教育機関としてふさわしい学校を

選定してこれを広く一般に知らしめた一般的な規範にすぎない。それを定

めることによって，留学又は就学の在留資格を取得して本邦において活動

しようとする外国人の便宜を図り，ひいては円滑な出入国管理行政を実現

しようとしたものである。

したがって，日本語教育機関告示は，円滑な出入国管理行政の実現を企

図した一般的な規範であり，法務大臣が特定の学校を日本語教育機関の告

示の別表第２の学校と定めたことは，当該学校に別表第２の学校として経

営を続けることができるという法律上の地位を付与したものではない。こ

のことは，入管法が，教育機関の保護育成を目的としたものではなく，出
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入国の公正な管理を目的とする法律であることからも明らかである。

イ 確かに，日本語教育機関告示の別表第２の学校から削除された学校とし

ては，以後，同校において外国人が教育を受けているからといって，「就

学」の活動基準を満たしたことにはならないため，「就学」の在留資格を

有する外国人を学生として受け入れることは困難になるという不利益が生

じることになる。

しかしながら，仮に当該学校に，上記のような不利益が生じたとしても，

上記規範定立の結果，反射的に受ける事実上の不利益にすぎず，法的保護

に値しないというべきである。これにより，当該学校が日本語学校を経営

すること自体が制約されるものでもない。

また，日本語教育機関告示の別表第２の学校に通学している外国人の立

場からすれば，当該学校が日本語教育機関告示の別表第２の学校から削除

されると，その後の在留期間更新許可を受けられなくなる可能性がある。

しかし，当該外国人に在留期間更新されるという権利が生じているもので

はないから，本件告示をしたこと自体が，外国人の権利義務に直接的な影

響を及ぼすものとはいえない。

したがって，本件告示は，国民の権利義務に直接的な影響を及ぼすもの

とはいえない。

ウ 原告は，医療法３０条の７に基づく病院開設中止の勧告について処分性を

認めた最高裁平成１７年７月１５日第二小法廷判決・民集５９巻６号１６６

１頁（以下「最高裁平成１７年判決」という。）を根拠として，本件告示に

より受ける不利益が事実上のものであっても処分性は認められると主張する。

しかし，同判決は，① 中止勧告によってもたらされる健康保険法上の法律

的地位への影響が，② 医療法上の保護の対象となる病院開設を事実上断念

せざるを得ないという効果をもたらすことを根拠として上記勧告の処分性を

肯定したから，①のような法律上の効果と②のような法律上保護された利益
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の存在が処分性を肯定するための前提となる。

すなわち，医療法３０条の７の規定に基づく病院開設中止の勧告に従わな

い場合，相当程度の確実さをもって保険医療機関の指定を受けることができ

なくなるという保険医療機関の指定に及ぼす効果は，医療法及び健康保険法

によって構築された仕組み全体に基づくものといえ，事実上の効果に着目し

たと解することはできない（①）。また，病院を開設するという医療法上認

められる利益に対する影響がある（②）。

一方，本件告示によってもたらされる在留資格に対する影響は，外国人の

法律上の利益に関するものであり，日本語教育機関である本件学院を経営す

る原告に直接の影響はない（①）。また，本件で問題となる日本語教育機関

告示の別表第２の学校として経営を続けることができるという利益は，事実

上のものにすぎず，保護の対象となるような法的利益は存在しない（②）。

以上のとおり，本件告示は，特定の個人の法律上の地位や権利に対して何

らかの影響を及ぼすものではないというべきであり，このような本件告示に

処分性はないというべきである。

（原告の主張）

ア 本件学院が，日本語教育機関告示の別表第２から削除されると，原告の経

営する本件学院において外国人が日本語の教育を受けているからといって，

「就学」の上陸のための条件を満たすことにはならない（入管法７条１項２

号）。したがって，「就学」の在留資格を取得して活動しようとする外国人

を学生として受け入れることは困難になる。原告は，外国人が本邦での在留

資格を取得した上，日本語を教える本件学院で学ぶことを目的として運営す

るものであり，このような学校形態も，法的保護に値するものというべきで

ある。

イ 最高裁平成１７年判決は，医療法３０条の７の規定に基づく病院開設中止

の勧告につき，保険医療機関の指定に及ぼす効果及び病院経営における保険
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医療機関の指定の持つ意義を併せ考えて，処分性を肯定した。同判決は，同

勧告の効果につき，相当程度の確実さをもって病院を開設しても保険医療機

関の指定を受けることができなくなるという結果がもたらされるとしている

から，ここにいう効果は，事実上の効果であり，その結果，事実上病院の開

設自体を断念せざるを得ないとしていることも，事実上の効果である。した

がって，事実上の効果がもたらされるにすぎないからといって，当然に処分

性が否定されることにはならない。

そして，本件告示によって，本件学院に通学し又は通学しようとする学生

が就学の在留資格の取得ないし更新を受けられなくなることが相当程度の確

実さをもって認められるが，これは，本件学院に在籍する外国人らに対する

影響であると同時に，同外国人らと日本語教育に関する有償の契約を締結し

た原告に対する影響でもあるというべきである。

また，在留資格を取得することが困難な日本語学校に入学する外国人がい

るとは考えられないから，本件告示により，原告へ入学を希望する外国人は

激減し，本件学院の経営が事実上不可能となる。そうすると，原告は，本件

告示によって，相当期間継続してきた日本語学校の経営事業を一方的かつ全

面的に奪われる結果となるから，原告の受ける不利益は甚だしい。

したがって，最高裁平成１７年判決の示した法理に鑑み，本件告示に処分

性が認められることは明らかである。

被告は，同判決は，法律的地位の影響及び法律上の利益の存在を前提とし

ていると主張する。しかし，同判決は，病院が医療法上の保護の対象となる

とは判示しておらず，事実上の影響を保護したものである。医療法は病院の

開設・管理を規制し，国民の健康の保持に寄与することを目的とするもので

あり，病院開設を保護しているものともいえない。

ウ また，本件告示がされれば，本件学院に通う外国人が在留期間更新不許可

処分を受けることになり，当該外国人の権利義務に直接的な影響がある。
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エ 法務大臣は，日本語教育機関を定める場合には，日本語教育機関の設備及

び編制についての審査及び証明をする事業を実施する者による証明を参考に

できるとされており，これに基づいて，Ａに同事業を実施させている。そし

て，このようなＡの位置付けに鑑みると，Ａに係る審査基準は行政手続法５

条の審査基準に該当するというべきである。そうすると，本件告示は，少な

くとも本件学院を経営する原告に手続上の利益が認められ，「処分」に該当

するというべきである。

(2) 手続違反の有無

（原告の主張）

ア 本件告示は，原告に対する不利益な行政処分であるから，原告に対し，聴

聞又は弁明の機会を付与すべきである（行政手続法１３条１項）。

しかるに，本件告示に当たっては，聴聞又は弁明の機会は付与されず，原

告は，平成１７年２月２２日，処分行政庁に呼び出されて初めて本件告示が

されたことを知った。

したがって，本件告示には明確な手続違反があることは明らかである。

イ 被告は，行政手続法３条１項１０号により，外国人の出入国，難民の認定

又は帰化に関する処分及び行政指導は，行政手続の適用除外とされていると

主張する。しかし，本件告示は，外国人ではなく，原告を名宛人とした処分

であるというべきであるから，本件告示は同号所定の処分及び行政指導には

含まれないというべきである。

（被告の主張）

ア 前記(1)（被告の主張）記載のとおり，本件告示はそもそも処分性を有しな

いものであり，行政手続法に規定する「処分」（行政手続法２条２号）に該

当しない。仮に，本件告示が処分に該当するとしても，以下のとおり，行政

手続法が適用されないし，されるとしても，本件告示に先立ち，原告に対す

る弁明の機会が実質的に付与されているから，本件告示の違法を来すもので
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はない。

イ 外国人の出入国，難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導は，行政

手続法の適用除外とされているから（行政手続法３条１項１０号），本件告

示が行政手続法に規定する聴聞をしていないからといって，違法になるもの

ではない。

ウ 仮に，原告に対し，行政手続法上の告知・聴聞の機会が必要だとしても，

処分の名宛人にとって有利な情報が提供され，あるいは同人に不利益な情報

を弾劾する機会を付与する手続が執られており，処分の結果に影響を及ぼさ

ないことが明らかな場合には，同法所定の聴聞ないし弁明の機会が付与され

ていなかったことを理由に処分自体を取り消すことはできないというべきで

ある。

そして，本件においては，処分行政庁は，原告代表者であるＣに対して，

２回の事情聴取を行うなど，原告の意見やその主張の根拠について聴取する

機会を設けており，仮に改めて原告に行政手続法上の聴聞ないし弁明の機会

が付与されたとしても，原告が日本語教育機関としてふさわしくないとして

された本件結果に影響を及ぼさないのは明らかである。

したがって，行政手続違反を理由に，本件告示を取り消すことはできない。

(3) 別表第２に掲げる日本語教育機関としての適格性

（被告の主張）

ア 法務大臣は，日本語教育を行う学校が基準省令の定める留学又は就学の

基準に適合するか否かの判断を容易にするため，あらかじめ，一定以上の

設備及び編制を有し，日本語教育機関としてふさわしい学校を選択した上

で，日本語教育機関として告示しているところ，法務大臣の上記選択につ

いては，Ａの設備及び編制についての証明を参考にすることができるとさ

れているのみであり，特段の基準や要件は何ら法定されていない。したが

って，日本語教育機関としてふさわしいか否かの判断は，法の趣旨に基づ
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く法務大臣の広範な裁量に委ねられているというべきである。

そして，本件学院は，以下のとおり，日本語教育機関として不適切であ

るから，本件告示は適法である。

イ 入国管理局における上陸及び在留の審査に当たっては，「教育を受けて

いる機関からの在学証明書及び出席状況を記載した成績証明書」を提出書

類の一つとして規定している（入管法施行規則２１条２項別表第３の２）。

そのため，提出資料に虚偽の内容が記載されているような場合には，入国

管理局における上記審査を誤らせることになり，ひいては，外国人の適正

な出入国管理に影響を及ぼす。しかるに，本件学院は，出席簿自体を改ざ

んした上，学院長であるＣは，就学生の在留期間更新申請において，虚偽

の出席率を記載した在学証明書の作成及び行使をした。在学証明書は，就

学の在留資格の審査において，重要かつ根本的な書類であるから，日本語

教育機関の責任者であるＣが行った行為は，極めて悪質かつ重大な不正行

為である。

原告は，出席簿の改ざんは行っておらず，補習授業を実施し，これに参

加した学生については正式な授業の出席率に加算していたとして，不正行

為は行っていないと主張する。しかし，本件実態調査時に提出された出席

簿は，元職員が作成し，複数の学生の供述内容と一致する元職員作成出席

簿よりも多くの出席率を記載していることからすれば，出席簿を改ざんし

ていることは明らかである。また，補習授業を正式な授業の出席率に加算

したとしても，在学証明書に記載された出席率よりも低いことには変わり

がない上，学院長であるＣ自身，虚偽の出席率を記載した在学証明書を作

成したことを認めていた（乙８参照）。

ウ また，教育機関であれば，在学生に対する指導，監督の基となるべき学

籍簿を備えているべきであるにもかかわらず，入国審査官が，本件実態調

査時に発見した学籍簿は，本邦における居住地や連絡先，成績や指導事項
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等が何ら記載されていないし，学生の顔写真も貼付されておらず，およそ

学籍簿といえるものではなかった。

このような状況では，本件学院が，学生に対する適切な指導監督を行っ

ているとは到底いえず，本件学院が日本語教育機関としての適格性を欠く

ことが明らかである。

原告は，学籍簿が存在しているとして，甲７の１ないし４１号証を提出

する。しかし，本件実態調査において学籍簿の存在について説明しておら

ず，本件実態調査や本件告示よりも後の日付があるなど，本件実態調査時

に上記文書が存在していたとは考えられない。

エ さらに，本件学院の学院長であるＣは，学生から，当該学生の出身地に

応じて，仲介機関等を介して，進学準備金の名目で１名当たり２０万円か

ら５０万円の金銭をＣの個人口座に入金させ，その残高は約６００万円に

も上る。

このように，学生との間で不明瞭な金銭の授受をしていることは，日本

語教育機関たる本件学院の責任者として極めて不適切な行為である。

（原告の主張）

ア 被告は，本件学院が，在学生の「就学」の在留資格の在留期間更新申請

において，虚偽の出席率を記載した在学証明書を作成したと主張する。

しかし，定時の授業における出席日数に補習授業の日数を加算すれば，

在学証明書の出席率に達するものである。そして，補習授業は，学院長で

あるＣが「教育上必要であり，かつ，やむを得ない事情がある」と判断し

たために行われたものであるから，補習日数を在学証明書における出席率

の算定に当たり，出席日数に含めて計算することは，Ａの日本語教育機関

審査内規及び日本語教育機関規則（モデル）上，違法とはいえない。

本件学院の学生のうち，Ｃが在学証明書の出席率と実際の出席率の相違

を認めたのは，１名だけにすぎず，故意に虚偽の記載に及んだわけでもな
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い。

これをもって，日本語教育機関としての適格性を欠くということはでき

ない。

イ 被告は，本件学院の学籍簿について，本国及び本邦の連絡先等の記載が

ないなどと主張する。

しかし，本件学院に，居住地が明確に記載された外国人登録証明書のコ

ピーを綴るなどして作成された学籍簿が存在するのに（甲７の１から４１

まで），本件実態調査においてこれを確認しなかったものである。被告は，

本件実態調査よりも後の日付があるとして，上記学籍簿が本件実態調査当

日に存在したとはいえないと主張するが，本件実態調査後も本件学院が適

切に学生の指導・管理を行っている以上，学籍簿に綴られる文書が増える

ことは当然である。また，原告は，学籍簿とは別に，本件学院の学生の居

住地及び連絡先をまとめた資料があって，確実に学生の居住地及び連絡先

を把握しており，学生の指導・管理を行っている。

ウ また，１名当たり２０万円から５０万円の金銭をＣの個人口座に入金さ

せていたことは，在学生の失踪を防止するという進学準備金の趣旨に照ら

し不適切な面があることは否定できない。しかし，原告は，大阪入管から

の指摘のとおり改善し，本件学院を運営しており，本件告示がされるよう

な理由は存在しない。

第３ 争点に対する判断

１ 本件告示の処分性（争点(1)）

(1) 抗告訴訟の対象となる行政庁の処分（行政事件訴訟法３条１項）とは，公

権力の主体たる行政庁（国等から公権力の行使の権限を法によって付与され

ている機関も含む。）が行う行為のうち，その行為によって，直接国民の権

利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものを

いうと解される（最高裁昭和３９年１０月２９日第一小法廷判決・民集１８
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巻８号１８０９頁参照）。

したがって，本件告示が取消訴訟の対象となる行政処分に該当するという

ためには，それが，国民の権利又は法律上の利益に直接の影響を及ぼす法的

効果を有するものであることが必要である。そして，国民の権利又は法律上

の利益に直接の影響及ぼす法的効果を有するものであるかについては，その

根拠となる法律が当該行為についてそのような法的性質・効果を有するもの

として規定していると解釈することができるかを検討する必要がある。

(2) 入管法は，本邦に入国し，又は本邦から出国するすべての人の出入国の公

正な管理を図るとともに，難民の認定手続を整備することを目的とし（１

条），同法７条１項は，一定の在留資格については，在留資格該当性に加え

て，上陸許可基準に適合することを上陸の条件として規定している。これは，

外国人の受入れが日本の産業構造や日本人の就職及び労働条件に及ぼす影響，

さらには対外関係や社会秩序へ与える影響など外国人の上陸・在留の許否の

判断に当たって考慮すべき事情等を勘案の上，入国管理政策の観点から上陸

を許可する外国人の範囲を調整するため，在留資格該当性に加えて，適合す

べき上陸の条件（上陸許可基準）を要求したものと解される。

これを受けて，基準省令は，外国人の適正な出入国管理を行う観点から，

事前に上陸許可基準を満たす教育機関を告知するため，本邦において行おう

とする在留資格に応じた活動ごとに，それぞれ，具体的な上陸許可基準を具

体的に明らかにしている。そして，法務大臣は，同基準省令が「留学」ない

し「就学」の活動の上陸許可基準適合性の基準の一つとして日本語教育機関

等の教育機関で教育を受けることを規定していること（第２の１(1)イ及び

ウ）から，日本語教育機関告示によって，同基準を満たす日本語教育機関を

明確にしている。

そして，日本語教育機関の選定要件や選定手続は法律で定められておらず，

個々の教育機関には，直接の申請権が認められていない上に，上記選定や告
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示を争う不服申立手続の定めもなく，その選定・告示は，Ａによる認定を参

考に法務大臣において行うこととされていること（以上について，前記第２

の１(1)オ。）に照らせば，日本語教育機関告示は，法務大臣が，入管法，入

管法施行規則，及び基準省令の規定を受けて，上陸許可基準を満たす日本語

教育機関を一般的に明らかにしたものであり，個々の教育機関に対して告示

に掲げられた教育機関として経営をなし得る法律上の地位を付与するような

性質のものではなく，むしろ，一般的な規範の定立という性質を有するもの

と解される。

したがって，日本語教育機関告示の内容を変更する本件告示も，原告の権

利義務に具体的な影響を与える性質を有するものではなく，処分性はないと

いうべきである。

(3)ア 原告は，本件告示がされると，本件学院で教育を希望する外国人は，在

留資格を取得することができなくなり，本件学院の経営が不可能になると

主張する。

確かに，日本語教育機関の別表第２から削除された教育機関においては，

「就学」の上陸許可基準に適合しないことになるから，「就学」の在留資

格を取得して，本邦に上陸しようとする外国人が，日本語教育機関別表第

２から削除された教育機関を選択する余地はないと考えられ，本件学院が

本件告示により経営上の不利益を被ることは否定できない。

しかし，前記のとおり，本件告示は，上陸許可基準の適合性の判断基準

を一般的に明示したものであるにすぎないから，その結果，本件学院が経

営上の不利益を被ることになったとしても，それは，外国人の選択の結果

に基づく事実上の影響というべきであり，直ちに処分性を認める理由には

ならない。

これに対し，原告は，最高裁平成１７年判決は，医療法３０条の７に基

づく勧告の結果，保険医療機関の指定が受けられず，病院の開設自体を断
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念せざるを得なくなるという事実上の効果を問題とするものであるから，

本件告示がされた結果，原告に通学し又は通学しようとする学生が留学，

就学の在留資格が受けられなくなり，本件学院の経営が著しく困難になる

という事実上の影響が認められる以上，本件告示についても，処分性は認

められると主張する。

そこで，検討するに，最高裁平成１７年判決は，医療法と健康保険法に

よって構築された病院開設に向けた複数の行為による仕組み全体を視野に

いれて検討した上で，医療法３０条の７に基づく勧告に従わなかった場合

には，相当程度の確実さをもって，保険医療機関としての指定拒否処分を

受けることになるという，上記勧告の指定拒否処分に及ぼす効果及び病院

経営における保険医療機関の指定の意義を考慮して，上記勧告を取消訴訟

の対象としないことは不当であるとして，同勧告に処分性を認めたもので

ある。これに対し，本件告示と本件学院に通学し又は通学しようとする学

生に対する上陸不許可処分や在留期間更新不許可処分とは，別個の事由を

契機としてされるものであり，一定の目的に向けられた複数の行為による

仕組みを構成する関係にない。すなわち，前者は，本件学院の日本語教育

機関としての適格性の有無，程度という観点から，一般的な規範の定立と

いう形で随時され得るものであるのに対し，後者は，個々の外国人から，

上陸申請や在留期間更新申請がある場合，その申請に対する処分としてさ

れるものである。したがって，本件は，最高裁平成１７年判決の事案のよ

うに，一定の目的に向けられた個々の行為について，その一つ一つを見た

のでは把握し得ない新たな意味と機能があり，当該行為の処分性を，全体

の仕組みの中でとらえないと不当な結果をもたらすような場面であるとは

いえない。

したがって，本件告示がある場合，本件学院に通学し又は通学しようと

する学生に対し，上陸不許可処分や在留期間更新不許可処分がされる蓋然
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性が高いとしても，そのような事実上の影響を及ぼし得ることを理由に，

本件告示の処分性を認めることはできないというべきである。

イ 原告は，本件告示は，本件学院に入学を希望する外国人が，上陸許可基

準に適合しないため上陸許可がされず，あるいは在留期間更新許可がされ

ないなど外国人の法律上の利益を侵害していると主張する。しかし，外国

人に対し，上陸許可がされず，あるいは在留期間更新不許可処分がされて

いない段階において，当該外国人に対する法律上の利益の侵害があったと

することもできず，本件告示自体が当該外国人の権利義務に直接的な影響

を及ぼすものとはいえない。

原告の上記主張は採用できない。

ウ 原告は，行政手続法５条における審査基準が定められているとして，本

件告示が処分に該当するとも主張する。

確かに，Ａは，我が国における日本語教育機関の質的水準の向上に資す

るという目的に基づき，当該日本語教育機関について，修業期間，授業科

目，教員の資格，校舎の位置及び環境並びに設置者の資質等の要件を具備

しているか否かを判断するため，審査基準を設けて日本語教育機関として

の設備及び編制を有するか否かを判断している（乙２１，２９参照）。

しかし，日本語教育機関について規定する入管法施行規則６３条が，認

定法人（Ａ）の上記審査及び証明の実施結果等を参考とすることができる

とのみ規定し，その他の要件について何らの規定もしていないことからす

れば，法務大臣は，日本語教育機関の認定に当たって，教育機関の設備及

び編制に加えて，入国・在留する外国人の適正な出入国管理の実施に及ぼ

す影響等を勘案して日本語教育機関としての認定を行うものと解される。

このように，法務大臣は，適正な出入国管理政策上の見地から日本語教

育機関と認定するか否かを判断するのであり，Ａの上記審査基準があるこ

とをもって，本件告示をするに当たっての審査基準（行政手続法５条）が
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定められているとみることはできない。

原告の上記主張は採用できない。

２ 争点(1)の結論

以上によれば，本件告示に処分性はないというべきである。

第４ 結論

以上のとおり，本件訴えは，処分性のない本件告示の取消しを求めるものであ

り，不適法であるから，これを却下することとし，主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第７民事部

裁判長裁判官 廣 谷 章 雄

裁判官 森 鍵 一

裁判官 森 永 亜 湖


